
ご契約者：18歳～90歳（満年齢）
被保険者：60歳～90歳（満年齢）

無告知でご加入いただけます

一時払

取り扱いません

ありません

契約年齢範囲

告知・診査方法

保険料払込方法

契 約 者 貸 付

付加できる特約

一時払保険料の範囲

この資料は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり 定款・約款」等を必ずご確認ください。

この商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
この商品は、お客さまにご負担いただく諸費用があることや、解約返戻金に適用される市場価格調整のため、 損失が生じるおそれがあります。

1 無告知でご加入いただけます
●健康告知や職業告知は不要でご加入いただけます。

契約日から2年後に死亡保障が増加します2 ●第１保険期間（契約日から2年）の死亡保険金を抑えることで、第２保険期間の死亡保険金を
増やします。

さらに保障の増加が期待できます3 ●予定利率計算基準日の予定利率が最低保証予定利率（0.25％）を上回る場合は、
さらに死亡保険金が増加します。

●一度増加した死亡保険金は、その後減ることはありません。

100万円
第２保険期間開始日の死亡保険金5億円に対応する
保険料

最低

最高

被保険者が死亡したとき死亡保険金
終身保険期間 配当方式

支払事由
５年ごと利差配当

主な
お取り扱い

（イメージ図）
しくみ

主な特徴
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一生涯の「保障」の安心がある一時払終身保険です

円貨建

【イメージ図】

一生涯

予定利率計算基準日
（被保険者の契約年齢により、契約日から30年後または20年後）

死亡保険金

死亡保険金解約返戻金

無告知で
ご加入

いただけます

積
立
金
額

一
時
払
保
険
料

市場価格調整を行う
ため、市場金利の情勢
によって増減します。 予定利率計算基準日

以後は、市場価格調整
を行いません。

市場金利の情勢に応じて
増加する死亡保険金　
予定利率計算基準日の予定
利率が最低保証予定利率
（0.25％）を上回った場合

契約日

予定利率計算基準日は1回のみです。
また、被保険者の契約年齢によって異なります。
被保険者の契約年齢

予定利率計算基準日

60歳～80歳
契約日から30年後の
年単位の契約応当日

81歳～90歳
契約日から20年後の
年単位の契約応当日

第１保険期間
（2年）

第２保険期間（終身）

第２保険期間開始日

契約初期費用
3.247％（上限）

積立金

解約返戻金



リスク・費用

この商品では、解約・減額する場合の解約返戻金額の算出にあたり、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約返戻金額
に反映させる市場価格調整を適用します。このため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

■金利変動リスクについて

この商品ではお客さまには以下の「■契約初期費用」「■保険契約関係費用」の合計額を負担していただきます。
■お客さまにご負担いただく諸費用

「契約初期費用」「保険契約関係費用」は一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。死亡保険金額や解約
返戻金額等は、すでにこの費用が差し引かれた後の金額となります。

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと明治安田の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田が承諾したときに有効に成立します。

この商品では、解約時に控除される費用はありません。

販売手数料は、募集および契約の維持・管理に対する対価として、一時払保険料に下記の手数料率を乗じた額が、引受保険会社から
募集代理店に対して支払われます。なお、この手数料は「お客さまにご負担いただく諸費用」に追加して別途ご負担いただくもので
はありません。

■明治安田から募集代理店へお支払いする販売手数料

■契約初期費用
•ご契約の締結にかかる費用として、一時払保険料に対して予定利率、被保険者の契約年齢に応じた以下の契約初期費用率を
乗じた額を上限として契約時に控除します。
※契約初期費用率は、被保険者の契約年齢および予定利率によって異なるため、すべてを表示してはおりません。

ご契約の維持・管理にかかる費用 被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なるため、
表示しておりません。死亡保険金にかかる費用

■保険契約関係費用
•ご契約後、以下の費用を積立金から毎年控除します。

予定利率

1.30%以上
1.20%以上 1.30%未満
1.10%以上 1.20%未満
1.00%以上 1.10%未満
0.90%以上 1.00%未満
0.80%以上 0.90%未満

2.70%
2.40%
2.10%
1.80%
1.30%
1.30%

1.90%
1.70%
1.50%
1.30%
0.90%
0.90%

1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%

手数料率
60歳以上
80歳以下

81歳以上
85歳以下

86歳以上
90歳以下

予定利率

0.70%以上 0.80%未満
0.60%以上 0.70%未満
0.50%以上 0.60%未満
0.40%以上 0.50%未満
0.30%以上 0.40%未満
0.27%以上 0.30%未満

0.80%
0.40%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%

0.60%
0.40%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%

0.40%
0.30%
0.30%
0.20%
0.10%
0.10%

手数料率
60歳以上
80歳以下

81歳以上
85歳以下

86歳以上
90歳以下

契約初期費用率

契約初期費用率

被保険者の契約年齢

被保険者の契約年齢

60歳～80歳 81歳 82歳 83歳 84歳

86歳 87歳 88歳 89歳 90歳

85歳

3.247％
（上限）

3.046%
（上限）

2.846%
（上限）

2.645%
（上限）

2.445%
（上限）

2.244%
（上限）

2.057%
（上限）

1.871%
（上限）

1.684%
（上限）

1.498%
（上限）

1.311%
（上限）

２/２

募集代理店

募Ⅱ2501480商サ開発  BK-YE97X

引受保険会社

〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-1-1
フリーダイヤル　0120-510-155
（月曜～金曜9～18時／土曜9～17時、祝日・年末年始を除く）
ホームページ　https://www.meijiyasuda.co.jp/
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重要情報シート 

 
販売会社：株式会社 足利銀行    

この資料は、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起

情報）兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり 定款・約款」 等を必ずご確認ください。 

この商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。  

預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。 

１．商品等の内容（当行は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています） 

金融商品の名称・種類 

円貨建・エブリバディプラス（ecoシリーズ） 
＜そなえるタイプ＞ 
(５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（2年間死亡保障抑制型）) 
＜ふやすタイプ＞ 
(５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（指定通貨建)［Ⅱ型］) 

組成会社（引受保険会社） 明治安田生命保険相互会社 

販売委託元 明治安田生命保険相互会社 

金融商品の目的・機能 

【目的】 
• 一生涯の死亡保障を確保することができる円貨建の一時払終身保険です。 
• 設定される予定利率にもとづき円貨で資産を運用し､将来に向けた資産形成を行うことができます。 
【機能】 
＜そなえるタイプ＞（ecoシリーズ）* 
• 無告知でご加入いただけます。 
• 契約日から2年後に死亡保障が増加します。 
• 契約日から30年後または20年後の予定利率計算基準日の予定利率の更新により、さらに保障の増加が期待で
きます（予定利率計算基準日は、被保険者の契約年齢により異なります）。 

＜ふやすタイプ＞（ecoシリーズ）* 
• 積立金は着実に増加します。 
• 契約日から10年ごとの解約返戻金は積立金と同額となります。 
• 10年ごとの予定利率更新により、解約返戻金の増加が期待できます。 

* ecoシリーズは地球環境に配慮し、書類の削減やアフターフォローのWEB化等によるコスト削減効果を商品性      

（保険金や返戻金の向上）に還元する商品です。すべてのお手続きは原則WEB手続きとなります。 

商品組成に携わる事業者が 
想定する購入層 

◼ この商品は、まとまった資金を円貨建で長期（10年目安）に運用しながら、タイプごとに以下のご意向があるお客さま
を念頭に組成しています。そのため、加入後の生活資金を確保できるお客さまを想定しています。 
＜両タイプ共通＞ 
• 書類の削減やアフターフォローのWEB化等によりコストを削減し、商品性（保険金や返戻金の向上）を重視した
いお客さま 

＜そなえるタイプ＞ 
• 一定期間の死亡保険金を抑制することで、充実した死亡保障を終身にわたり準備したいお客さま 
＜ふやすタイプ＞ 
• 着実に増加する積立金により、資産を増やしながら、終身にわたる死亡保障を準備したいお客さま 

◼ 明治安田が設定した予定利率に基づきリスクを抑えた運用を行いますが、金利変動リスクがあるため、投資経験がある
お客さま、またはそれに伴う元本割れを理解・許容できるお客さまを想定しています（長期の保有を想定して組成して
いる商品のため、契約日から解約日までの期間が短い場合、運用による成果が十分に得られなかったり、元本割れ
する可能性が高まったりするため十分ご留意ください。また、解約により死亡保障も失われます）。 

パッケージ化の有無 

■この商品は、「運用」機能と、「保障」機能を組み合わせた商品です。  
■他の金融商品を個別に購入することにより、全く同一の機能は得られないものの、類似の機能を得られる可能性がありま
す。  

■詳細については、必ず各金融商品の契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）やご契約のしおり、商品パ
ンフレット等をご確認ください。   

クーリング・オフの有無 

この商品はクーリング・オフ制度の対象です。 
ご契約の申込日または「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の交付日のいずれ
か遅い日から、その日を含めて８日以内（土・日・祝日、年末年始等の休日を含みます）であれば、書面または電
磁的記録によりお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額をお返
しします。 

（質問例）① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。 

② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。 
③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。 
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２．リスクと運用実績（本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります） 

※ 損失リスクの内容の詳細は 「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」 の 「注意喚起情報」 の 「この商品にかかるリスク（損失が

生じるおそれ）について」に記載しています。 

（質問例）④ 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。 

⑤ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。 あればその商品について説明してほしい。 
⑥ この商品は元本が保証されているか説明してほしい。 
⑦ 金利の変動と損失がどのように関係するのか説明してほしい。 

⑧ 実質的な利回りなどのリターンではなく、保険商品としての機能やメリット（デメリット）について説明してほしい。 

 

３．費用（本商品の購入または保有には、費用が発生します） 

購入時に支払う費用 

ご契約の締結にかかる費用として、一時払保険料（基本保険金額）に対して予定利率、被保険者の契約年齢に応じた以
下の契約初期費用率を乗じた額を上限として契約時に控除します。 
※契約初期費用率は、予定利率、被保険者の年齢によって異なるため、すべてを表示はしておりません。 

＜そなえるタイプ＞ 

被保険者の契約年齢 契約初期費用率 被保険者の契約年齢 契約初期費用率 被保険者の契約年齢 契約初期費用率 

60歳～80歳 3.247%（上限） 84歳 2.445％（上限） 88歳 1.684％（上限） 

81歳 3.046％（上限） 85歳 2.244％（上限） 89歳 1.498％（上限） 

82歳 2.846％（上限） 86歳 2.057％（上限） 90歳 1.311％（上限） 

83歳 2.645％（上限） 87歳 1.871％（上限） 

＜ふやすタイプ＞ 

被保険者の契約年齢 契約初期費用率 

18歳～80歳 1.0564%（上限） 

81歳～85歳 0.9224％（上限） 
 

継続的に支払う費用 
（信託報酬など） 

ご契約の維持・管理にかかる費用および死亡保険金にかかる費用を積立金から毎年控除します。 
これらの費用は、被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なるため、表示しておりません。 

運用成果に応じた費用 
（成功報酬など） 

ありません。 

解約をした場合の費用 
（解約控除など） 

ありません。 

※市場金利の変動があった場合、市場価格調整により解約返戻金額が減少することがあります（解約時の市場金利が契約時と比較

して上昇した場合には解約返戻金額が減少することがあります）。 

特約を付加した場合の費用 ありません。 

※ 上記以外に生ずる費用を含めて詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「お客さまにご負担いただく

諸費用について」に記載しています。 

（質問例）⑨ 私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。 

⑩ 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。  

損失が生じるリスクの内容 

■金利変動リスク 
この商品は、積立金を円貨建の固定金利の債券等で運用していますが、債券の満期（償還）を待たずに売却
する場合は、市場金利の情勢に応じて売却価格が変動します。この債券の価値の変動を解約返戻金額に反映さ
せる市場価格調整を、この商品では適用します。 
そのため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 

〔参考〕 実質的な利回り 

【実質的な利回りの定義】 
＜そなえるタイプ＞ 
「被保険者の契約年齢により、契約日から30年または20年経過時点の解約返戻金額」の一時払保険料に
対する年換算利回り（複利）を実質的な利回りとしています。 

＜ふやすタイプ＞ 
「10年経過時点の解約返戻金額」の一時払保険料（基本保険金額）に対する年換算利回り（複利）を
実質的な利回りとしています。 

※ 「実質的な利回りの定義」に記載した時点以外で解約した場合の解約返戻金の実質的な利回りを保証するものでは
ありません。 

※ご契約時にご契約の締結に必要な費用が差し引かれますので、解約日までの期間が短い場合、元本割れする可能性が
高くなります。 

【実質的な利回りの例】 

予定利率設定期間 2025年10月１日～2025年10月15日の場合 

契
約
年
齢 

そなえるタイプ 

男性 女性 

予定利率 実質的な利回り 予定利率 実質的な利回り 

60歳 2.57% 1.80% 2.57% 2.08% 

81歳 1.98％ 0.74％ 1.98％ 1.00％ 

契
約
年
齢 

ふやすタイプ 

男性 女性 

予定利率 実質的な利回り 予定利率 実質的な利回り 

60歳 1.95% 1.79% 1.95% 1.79% 

76歳 1.87% 1.71% 1.87% 1.71% 

※実質的な利回りは小数第３位以下を切り捨てて表示しています。 

※ご契約に適用される予定利率および実質的な利回りについては、「生命保険ご提案書」等にてご確認ください。 

〔参考〕 解約返戻金推移（率） 「生命保険ご提案書」等をご確認ください。 
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４．換金 ・解約の条件（本商品を換金 ・ 解約する場合、一定の不利益を被ることがあります） 

解約はいつでも可能です。 
この商品にはお客さまにご負担いただく諸費用や市場価格調整があるため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 

※ 詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「解約・一部解約による減額と返戻金について」に記載しています。 

（質問例）⑪ 私がこの商品を解約した場合、解約控除や市場金利の変動が解約返戻金にどのように影響するのか説明してほしい。 

 

５．当行の利益とお客さまの利益が反する可能性 

当行がお客さまにこの商品を販売した場合、当行は、この商品の組成会社である明治安田から、募集および契約の維持・管理に対する対価として、一時払保険
料に以下の手数料率を乗じた額をいただきます。 

＜そなえるタイプ＞ 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

60歳以上 

80歳以下 

81歳以上 

85歳以下 

86歳以上 

90歳以下 

60歳以上   

80歳以下 

81歳以上   

85歳以下 

86歳以上   

90歳以下 

1.30％以上 2.70% 1.90% 1.00% 
0.70％以上

0.80％未満 
0.80% 0.60% 0.40% 

1.20％以上

1.30％未満 
2.40% 1.70% 0.90% 

0.60％以上 

0.70％未満 
0.40% 0.40% 0.30% 

1.10％以上 

1.20％未満 
2.10% 1.50% 0.80% 

0.50％以上 

0.60％未満 
0.40% 0.40% 0.30% 

1.00％以上 

1.10％未満 
1.80% 1.30% 0.70% 

0.40％以上 

0.50％未満 
0.30% 0.30% 0.20% 

0.90％以上 

1.00％未満 
1.30% 0.90% 0.60% 

0.30％以上 

0.40％未満 
0.20% 0.20% 0.10% 

0.80％以上 

0.90％未満 
1.30% 0.90% 0.50% 

0.27％以上 

0.30％未満 
0.10% 0.10% 0.10% 

＜ふやすタイプ＞ 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

18歳以上        

80歳以下 

81歳以上           

85歳以下 

1.10％以上 0.60% 0.60% 

1.00％以上 1.10％未満 0.60% 0.60% 

0.90％以上 1.00％未満 0.60% 0.60% 

0.80％以上 0.90％未満 0.60% 0.60% 

0.70％以上 0.80％未満 0.60% 0.60% 

0.60％以上 0.70％未満 0.40% 0.40% 

0.50％以上 0.60％未満 0.40% 0.40% 

0.40％以上 0.50％未満 0.30% 0.30% 

0.30％以上 0.40％未満 0.20% 0.20% 

0.27％以上 0.30％未満 0.10% 0.10% 
 

当行は、この商品の組成会社等との間で、株式保有等の資本的関係や、出向等の人的関係等の特別な関係性を有し 
ておりません。 
 

当行の営業職員に対する業績評価上、この生命保険の販売が、他の同様の機能や保障等の特徴を有する生命保険 
の販売より高く評価されることはありません。 
 

※手数料の内容の詳細は、「商品概要書」に記載しています。 

※利益相反の内容とその対処方針については、｢お客さま本位の業務運営に関する基本方針｣をご参照ください。 

（URL）  https://www.mebuki-fg.co.jp/company/fd/  

（質問例）⑫ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社や

あなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。 

 
  

https://www.mebuki-fg.co.jp/company/fd/
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６．租税の概要（NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください） 

• 保  険  料 : 一般の生命保険料控除の対象となります。 
• 死亡保険金 : ご契約者（保険料負担者）・被保険者・保険金受取人の関係により相続税または贈与税または所得税（一時所得）＋住民税の対象 

となります。 
• 解約返戻金 : 所得税（一時所得）+住民税の対象となります。 

※ NISA、iDeCoの対象とはなりません。 

※ 詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「生命保険の税金について」に記載しています。 

 

 

７．その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください） 

• 明治安田が作成した「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」 
（URL）https://www.meijiyasuda.co.jp/window/list.aspx 

 

 
※販売中商品の最新版を掲載しています。遷移画面において当商品の詳細をご確認ください。 

 
 

契約締結にあたっての注意事項等や金融商品の内容等をまとめた「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商

品パンフレット」については、書面で手交いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

募Ⅱ2501539商サ開発 

http://www.meijiyasuda.co.jp/window/list.aspx
http://www.meijiyasuda.co.jp/window/list.aspx


18歳～85歳（満年齢）
※ご契約者・被保険者ともに

無告知でご加入いただけます
取り扱いません

一時払

契約年齢範囲

保険料払込方法
告知・診査方法
契 約 者 貸 付
付加できる特約

一時払保険料の範囲

被保険者が死亡したとき死亡保険金
終身保険期間 配当方式

支払事由
５年ごと利差配当

●積立金算出の基準となる予定利率は、10年ごとの予定利率計算基準日に更新され、
その予定利率に応じて積立金は着実に増加します。

10年ごとの予定利率更新により解約返戻金の増加が期待できます。3

この資料は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり 定款・約款」等を必ずご確認ください。

この商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
この商品は、お客さまにご負担いただく諸費用があることや、解約返戻金に適用される市場価格調整のため、損失が生じるおそれがあります。

最低 100万円
第2保険期間開始日の死亡保険金5億円に対応する
保険料最高

ありません

契約日から10年ごとの解約返戻金は積立金と同額となります。
●解約返戻金は積立金を基準に市場価格調整を適用して算出されます。
ただし、予定利率計算基準日の直前の１ヵ月間は市場価格調整率がゼロとなるため、
積立金と同額となります。
市場価格調整により算出された解約返戻金が、一時払保険料（基本保険金額）を
下回ることがあります。

2

積立金は着実に増加します。1 ●
●
積立金は期間の経過とともに増加します。
健康告知や職業告知は不要でご加入いただけます。
ご契約時にご契約の締結に必要な費用が差し引かれますので、ご契約後一定期間内は
積立金が一時払保険料（基本保険金額）を下回ります。
一時払保険料や積立金が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。

主な
お取り扱い

（イメージ図）
しくみ

主な特徴

商品概要書

１/２

円貨建での着実な「資産形成」の安心がある円貨建一時払終身保険です。

2026年4月版

円貨建

５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（指定通貨建）［Ⅱ型］

第１保険期間
（10年）

予定利率計算基準日
（契約日から10年後）

予定利率計算基準日
（契約日から20年後）

無告知で
ご加入

いただけます
契約日

一
時
払
保
険
料

（
基
本
保
険
金
額
）

積
立
金
額

契約初期費用
1.0564％（上限）

第２保険期間（終身）

一生涯
死亡保険金

積立金

解約返戻金
市場価格調整を行う
ため、市場金利の情勢
によって増減します。

積立金
10年後以降の積立金
は更新後の予定利率
によって決まります。

市場金利の情勢に応じて増加する死亡保険金
予定利率計算基準日の予定利率が最低保証
予定利率（0.25％）を上回った場合

死亡保険金
10年後以降の死亡
保険金は更新後の
予定利率によって
決まります。



リスク・費用

この商品では、解約・減額する場合の解約返戻金額の算出にあたり、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約返戻金額に反映
させる市場価格調整を行います。このため、解約返戻金額が一時払保険料（基本保険金額）を下回り、損失が生じるおそれがあります。

■金利変動リスクについて

■お客さまにご負担いただく諸費用
この商品ではお客さまには以下の「■契約初期費用」「■保険契約関係費用」の合計額を負担していただきます。

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと明治安田の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありま
せん。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田が承諾したときに有効に成立します。

この商品では、解約時に控除される費用はありません。

■契約初期費用

「契約初期費用」「保険契約関係費用」は一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。死亡保険金額や解約
返戻金額等は、すでにこの費用が差し引かれた後の金額となります。

■保険契約関係費用
•ご契約後、以下の費用を積立金から毎年控除します。
ご契約の維持・管理にかかる費用
死亡保険金にかかる費用

被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なるため、
表示しておりません。

販売手数料は、募集および契約の維持・管理に対する対価として、基本保険金額に下記の手数料率を乗じた額が、引受保険会社から
募集代理店に対して支払われます。なお、この手数料は「お客さまにご負担いただく諸費用」に追加して別途ご負担いただくものでは
ありません。

■明治安田から募集代理店へお支払いする販売手数料

手数料率

0.60％
0.60％
0.60％
0.60％
0.60％
0.40％
0.40％
0.30％
0.20％
0.10％

18歳～80歳 81歳～85歳
0.60％
0.60％
0.60％
0.60％
0.60％
0.40％
0.40％
0.30％
0.20％
0.10％

予定利率

1.10%以上
1.00%以上 1.10％未満
0.90%以上 1.00％未満
0.80%以上 0.90％未満
0.70%以上 0.80％未満
0.60%以上 0.70％未満
0.50%以上 0.60％未満
0.40%以上 0.50％未満
0.30%以上 0.40％未満
0.27%以上 0.30％未満

・ご契約の締結にかかる費用として、一時払保険料（基本保険金額）に対して予定利率、被保険者の契約年齢に応じた以下の契約初期
費用率を乗じた額を上限として契約時に控除します。
※契約初期費用率は、予定利率、被保険者の契約年齢によって異なるため、すべてを表示してはおりません。
被保険者の契約年齢
契約初期費用率

18歳～80歳
1.0564％（上限）

81歳～85歳
0.9224％（上限）

２/２

引受保険会社募集代理店

募Ⅱ2501482商サ開発 BK-YF97X

〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-1-1
フリーダイヤル　0120-510-155
（月曜～金曜9～18時／土曜9～17時、祝日・年末年始を除く）
ホームページ　https://www.meijiyasuda.co.jp/
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重要情報シート 

 
販売会社：株式会社 足利銀行    

この資料は、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起

情報）兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり 定款・約款」 等を必ずご確認ください。 

この商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。  

預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。 

１．商品等の内容（当行は、組成会社等の委託を受け、お客さまに商品の販売の勧誘を行っています） 

金融商品の名称・種類 

円貨建・エブリバディプラス（ecoシリーズ） 
＜そなえるタイプ＞ 
(５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（2年間死亡保障抑制型）) 
＜ふやすタイプ＞ 
(５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（指定通貨建)［Ⅱ型］) 

組成会社（引受保険会社） 明治安田生命保険相互会社 

販売委託元 明治安田生命保険相互会社 

金融商品の目的・機能 

【目的】 
• 一生涯の死亡保障を確保することができる円貨建の一時払終身保険です。 
• 設定される予定利率にもとづき円貨で資産を運用し､将来に向けた資産形成を行うことができます。 
【機能】 
＜そなえるタイプ＞（ecoシリーズ）* 
• 無告知でご加入いただけます。 
• 契約日から2年後に死亡保障が増加します。 
• 契約日から30年後または20年後の予定利率計算基準日の予定利率の更新により、さらに保障の増加が期待で
きます（予定利率計算基準日は、被保険者の契約年齢により異なります）。 

＜ふやすタイプ＞（ecoシリーズ）* 
• 積立金は着実に増加します。 
• 契約日から10年ごとの解約返戻金は積立金と同額となります。 
• 10年ごとの予定利率更新により、解約返戻金の増加が期待できます。 

* ecoシリーズは地球環境に配慮し、書類の削減やアフターフォローのWEB化等によるコスト削減効果を商品性      

（保険金や返戻金の向上）に還元する商品です。すべてのお手続きは原則WEB手続きとなります。 

商品組成に携わる事業者が 
想定する購入層 

◼ この商品は、まとまった資金を円貨建で長期（10年目安）に運用しながら、タイプごとに以下のご意向があるお客さま
を念頭に組成しています。そのため、加入後の生活資金を確保できるお客さまを想定しています。 
＜両タイプ共通＞ 
• 書類の削減やアフターフォローのWEB化等によりコストを削減し、商品性（保険金や返戻金の向上）を重視した
いお客さま 

＜そなえるタイプ＞ 
• 一定期間の死亡保険金を抑制することで、充実した死亡保障を終身にわたり準備したいお客さま 
＜ふやすタイプ＞ 
• 着実に増加する積立金により、資産を増やしながら、終身にわたる死亡保障を準備したいお客さま 

◼ 明治安田が設定した予定利率に基づきリスクを抑えた運用を行いますが、金利変動リスクがあるため、投資経験がある
お客さま、またはそれに伴う元本割れを理解・許容できるお客さまを想定しています（長期の保有を想定して組成して
いる商品のため、契約日から解約日までの期間が短い場合、運用による成果が十分に得られなかったり、元本割れ
する可能性が高まったりするため十分ご留意ください。また、解約により死亡保障も失われます）。 

パッケージ化の有無 

■この商品は、「運用」機能と、「保障」機能を組み合わせた商品です。  
■他の金融商品を個別に購入することにより、全く同一の機能は得られないものの、類似の機能を得られる可能性がありま
す。  

■詳細については、必ず各金融商品の契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）やご契約のしおり、商品パ
ンフレット等をご確認ください。   

クーリング・オフの有無 

この商品はクーリング・オフ制度の対象です。 
ご契約の申込日または「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の交付日のいずれ
か遅い日から、その日を含めて８日以内（土・日・祝日、年末年始等の休日を含みます）であれば、書面または電
磁的記録によりお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額をお返
しします。 

（質問例）① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。 

② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。 
③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。 
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２．リスクと運用実績（本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります） 

※ 損失リスクの内容の詳細は 「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」 の 「注意喚起情報」 の 「この商品にかかるリスク（損失が

生じるおそれ）について」に記載しています。 

（質問例）④ 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。 

⑤ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。 あればその商品について説明してほしい。 
⑥ この商品は元本が保証されているか説明してほしい。 
⑦ 金利の変動と損失がどのように関係するのか説明してほしい。 

⑧ 実質的な利回りなどのリターンではなく、保険商品としての機能やメリット（デメリット）について説明してほしい。 

 

３．費用（本商品の購入または保有には、費用が発生します） 

購入時に支払う費用 

ご契約の締結にかかる費用として、一時払保険料（基本保険金額）に対して予定利率、被保険者の契約年齢に応じた以
下の契約初期費用率を乗じた額を上限として契約時に控除します。 
※契約初期費用率は、予定利率、被保険者の年齢によって異なるため、すべてを表示はしておりません。 

＜そなえるタイプ＞ 

被保険者の契約年齢 契約初期費用率 被保険者の契約年齢 契約初期費用率 被保険者の契約年齢 契約初期費用率 

60歳～80歳 3.247%（上限） 84歳 2.445％（上限） 88歳 1.684％（上限） 

81歳 3.046％（上限） 85歳 2.244％（上限） 89歳 1.498％（上限） 

82歳 2.846％（上限） 86歳 2.057％（上限） 90歳 1.311％（上限） 

83歳 2.645％（上限） 87歳 1.871％（上限） 

＜ふやすタイプ＞ 

被保険者の契約年齢 契約初期費用率 

18歳～80歳 1.0564%（上限） 

81歳～85歳 0.9224％（上限） 
 

継続的に支払う費用 
（信託報酬など） 

ご契約の維持・管理にかかる費用および死亡保険金にかかる費用を積立金から毎年控除します。 
これらの費用は、被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なるため、表示しておりません。 

運用成果に応じた費用 
（成功報酬など） 

ありません。 

解約をした場合の費用 
（解約控除など） 

ありません。 

※市場金利の変動があった場合、市場価格調整により解約返戻金額が減少することがあります（解約時の市場金利が契約時と比較

して上昇した場合には解約返戻金額が減少することがあります）。 

特約を付加した場合の費用 ありません。 

※ 上記以外に生ずる費用を含めて詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「お客さまにご負担いただく

諸費用について」に記載しています。 

（質問例）⑨ 私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。 

⑩ 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。  

損失が生じるリスクの内容 

■金利変動リスク 
この商品は、積立金を円貨建の固定金利の債券等で運用していますが、債券の満期（償還）を待たずに売却
する場合は、市場金利の情勢に応じて売却価格が変動します。この債券の価値の変動を解約返戻金額に反映さ
せる市場価格調整を、この商品では適用します。 
そのため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 

〔参考〕 実質的な利回り 

【実質的な利回りの定義】 
＜そなえるタイプ＞ 
「被保険者の契約年齢により、契約日から30年または20年経過時点の解約返戻金額」の一時払保険料に
対する年換算利回り（複利）を実質的な利回りとしています。 

＜ふやすタイプ＞ 
「10年経過時点の解約返戻金額」の一時払保険料（基本保険金額）に対する年換算利回り（複利）を
実質的な利回りとしています。 

※ 「実質的な利回りの定義」に記載した時点以外で解約した場合の解約返戻金の実質的な利回りを保証するものでは
ありません。 

※ご契約時にご契約の締結に必要な費用が差し引かれますので、解約日までの期間が短い場合、元本割れする可能性が
高くなります。 

【実質的な利回りの例】 

予定利率設定期間 2025年10月１日～2025年10月15日の場合 

契
約
年
齢 

そなえるタイプ 

男性 女性 

予定利率 実質的な利回り 予定利率 実質的な利回り 

60歳 2.57% 1.80% 2.57% 2.08% 

81歳 1.98％ 0.74％ 1.98％ 1.00％ 

契
約
年
齢 

ふやすタイプ 

男性 女性 

予定利率 実質的な利回り 予定利率 実質的な利回り 

60歳 1.95% 1.79% 1.95% 1.79% 

76歳 1.87% 1.71% 1.87% 1.71% 

※実質的な利回りは小数第３位以下を切り捨てて表示しています。 

※ご契約に適用される予定利率および実質的な利回りについては、「生命保険ご提案書」等にてご確認ください。 

〔参考〕 解約返戻金推移（率） 「生命保険ご提案書」等をご確認ください。 
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４．換金 ・解約の条件（本商品を換金 ・ 解約する場合、一定の不利益を被ることがあります） 

解約はいつでも可能です。 
この商品にはお客さまにご負担いただく諸費用や市場価格調整があるため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 

※ 詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「解約・一部解約による減額と返戻金について」に記載しています。 

（質問例）⑪ 私がこの商品を解約した場合、解約控除や市場金利の変動が解約返戻金にどのように影響するのか説明してほしい。 

 

５．当行の利益とお客さまの利益が反する可能性 

当行がお客さまにこの商品を販売した場合、当行は、この商品の組成会社である明治安田から、募集および契約の維持・管理に対する対価として、一時払保険
料に以下の手数料率を乗じた額をいただきます。 

＜そなえるタイプ＞ 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

60歳以上 

80歳以下 

81歳以上 

85歳以下 

86歳以上 

90歳以下 

60歳以上   

80歳以下 

81歳以上   

85歳以下 

86歳以上   

90歳以下 

1.30％以上 2.70% 1.90% 1.00% 
0.70％以上

0.80％未満 
0.80% 0.60% 0.40% 

1.20％以上

1.30％未満 
2.40% 1.70% 0.90% 

0.60％以上 

0.70％未満 
0.40% 0.40% 0.30% 

1.10％以上 

1.20％未満 
2.10% 1.50% 0.80% 

0.50％以上 

0.60％未満 
0.40% 0.40% 0.30% 

1.00％以上 

1.10％未満 
1.80% 1.30% 0.70% 

0.40％以上 

0.50％未満 
0.30% 0.30% 0.20% 

0.90％以上 

1.00％未満 
1.30% 0.90% 0.60% 

0.30％以上 

0.40％未満 
0.20% 0.20% 0.10% 

0.80％以上 

0.90％未満 
1.30% 0.90% 0.50% 

0.27％以上 

0.30％未満 
0.10% 0.10% 0.10% 

＜ふやすタイプ＞ 

予定利率 

被保険者の契約年齢 

18歳以上        

80歳以下 

81歳以上           

85歳以下 

1.10％以上 0.60% 0.60% 

1.00％以上 1.10％未満 0.60% 0.60% 

0.90％以上 1.00％未満 0.60% 0.60% 

0.80％以上 0.90％未満 0.60% 0.60% 

0.70％以上 0.80％未満 0.60% 0.60% 

0.60％以上 0.70％未満 0.40% 0.40% 

0.50％以上 0.60％未満 0.40% 0.40% 

0.40％以上 0.50％未満 0.30% 0.30% 

0.30％以上 0.40％未満 0.20% 0.20% 

0.27％以上 0.30％未満 0.10% 0.10% 
 

当行は、この商品の組成会社等との間で、株式保有等の資本的関係や、出向等の人的関係等の特別な関係性を有し 
ておりません。 
 

当行の営業職員に対する業績評価上、この生命保険の販売が、他の同様の機能や保障等の特徴を有する生命保険 
の販売より高く評価されることはありません。 
 

※手数料の内容の詳細は、「商品概要書」に記載しています。 

※利益相反の内容とその対処方針については、｢お客さま本位の業務運営に関する基本方針｣をご参照ください。 

（URL）  https://www.mebuki-fg.co.jp/company/fd/  

（質問例）⑫ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社や

あなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。 

 
  

https://www.mebuki-fg.co.jp/company/fd/
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６．租税の概要（NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください） 

• 保  険  料 : 一般の生命保険料控除の対象となります。 
• 死亡保険金 : ご契約者（保険料負担者）・被保険者・保険金受取人の関係により相続税または贈与税または所得税（一時所得）＋住民税の対象 

となります。 
• 解約返戻金 : 所得税（一時所得）+住民税の対象となります。 

※ NISA、iDeCoの対象とはなりません。 

※ 詳細は「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の「注意喚起情報」の「生命保険の税金について」に記載しています。 

 

 

７．その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください） 

• 明治安田が作成した「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」 
（URL）https://www.meijiyasuda.co.jp/window/list.aspx 

 

 
※販売中商品の最新版を掲載しています。遷移画面において当商品の詳細をご確認ください。 

 
 

契約締結にあたっての注意事項等や金融商品の内容等をまとめた「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商

品パンフレット」については、書面で手交いたします。 
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